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平成26年第１回瑞穂市議会定例会会議録（第３号） 

平成26年３月10日（月）午前９時開議  

議 事 日 程 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 議案第31号 市道路線の認定及び廃止についての訂正の件 

日程第３ 議案第34号 市道路線の認定について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１、以下削除 

 

○本日の会議に出席した議員 

     １番   堀     武          ２番   くまがいさちこ 

     ３番   西 岡 一 成          ４番   庄 田 昭 人 

     ５番   森   治 久          ６番   棚 橋 敏 明 

     ７番   広 瀬 武 雄          ８番   松 野 藤四郎 

     ９番   広 瀬 捨 男          10番   古 川 貴 敏 

     11番   河 村 孝 弘          12番   清 水   治 

     13番   若 井 千 尋          14番   若 園 五 朗 

     15番   広 瀬 時 男          16番   小 川 勝 範 

     17番   星 川 睦 枝          18番   藤 橋 礼 治 

 

○本日の会議に欠席した議員（なし） 

 

○欠員（１名） 

 

○本日の会議に説明のため出席した者の職・氏名 

 市    長   堀   孝 正      副 市 長   奥 田 尚 道 

 教 育 長   横 山 博 信      企 画 部 長   森   和 之 

                       市 民 部 兼 
 総 務 部 長   早 瀬 俊 一      巣南庁舎管理部長   広 瀬 充 利 

 福 祉 部 長   高 田   薫      都市整備部長   弘 岡   敏 

 調 整 監   白 河 忠 良      環境水道部長   鹿 野 政 和 

 会 計 管 理 者   宇 野 清 隆      教 育 次 長   高 田 敏 朗 
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 監 査 委 員 
 事 務 局 長   松 井 章 治 

 

○本日の会議に職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   田 宮 康 弘      書    記   泉   大 作 

 書    記   今 木 浩 靖 
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開議 午前10時34分  

  開議の宣告 

○議長（星川睦枝君） 皆さん、おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（星川睦枝君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 お手元に配付しましたとおり、議案の訂正請求１件と議案１件を受理しましたので報告しま

す。 

 ３月10日、本日、市長から、議案第31号市道路線の認定及び廃止についての訂正及び議案第

34号市道路線の認定についてが提出されました。 

 これらについては、後ほど議題にしたいと思います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 議案第31号 市道路線の認定及び廃止についての訂正の件 

○議長（星川睦枝君） 日程第２、議案第31号市道路線の認定及び廃止についての訂正の件を議

題にします。 

 市長から、議案第31号市道路線の認定及び廃止について、議案の訂正理由の説明を求めます。 

 市長 堀孝正君。 

○市長（堀 孝正君） それでは、議案の訂正について、御説明をさせていただきます。 

 さきに上程させていただきました議案第31号市道路線の認定及び廃止については、宅地開発

に伴う管理引き継ぎの７路線のうち２路線を別途審議としていただきたく、瑞穂市議会会議規

則第18条の規定に基づき、議案の訂正を議長にお願いしたところでございます。 

 どうか提出案件につきましてよろしく御審議を賜りまして、適切なる御決定をいただきます

ようお願いを申し上げ、私の説明とさせていただきます。 

○議長（星川睦枝君） これで訂正理由の説明を終わります。 

 議事の都合により、しばらく休憩します。 

休憩 午前10時37分  

再開 午後１時07分  

○議長（星川睦枝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま日程第２、議案第31号市道路線の認定及び廃止についての訂正の件について、市長

から訂正理由の説明をしていただいたところであり、これから承認するのか、または承認しな
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いのかをお諮りするところでありましたが、この休憩時間中に、市長より議案第31号市道路線

の認定及び廃止についての訂正の件と議案第34号市道路線の認定についての２件について、撤

回を受理しましたので報告します。 

 そのため、これにより、本日の議事日程より日程第２及び日程第３を削除します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

○議長（星川睦枝君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

散会 午後１時09分  

 


